
議案第８０号

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和５年１１月１５日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

目次中「第２４条の３」を「第２４条の４」に改める。

第１３条の３中「及び第１８条の３」を「から第１８条の４まで」に改め、同条

第２号エ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び第

７２条の３の３第１項」に、「繰入金及び」を「繰入金並びに」に改める。

第１４条第１項中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第１５項」を「附

則第３５条の２の６第１１項」に改める。

第１４条の８中「及び第１８条の２」を「、第１８条の２及び第１８条の４」に

改める。

第１４条の９中「及び第１８条の３」を「から第１８条の４まで」に改め、同条

第２号イ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び第

７２条の３の３第１項」に改める。

第１４条の１６中「及び第１８条の２」を「、第１８条の２及び第１８条の４」

に改める。

第１５条中「第１８条の２」の次に「及び第１８条の４」を加え、同条第２号イ

中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の３第１項」を加える。

第１８条の２第１号中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「附則

第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第１５項」を

「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。

第１８条の３の次に次の１条を加える。



（出産被保険者の保険料の減額）

第１８条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（政令第２９条の７第５項

第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１８条の２に

規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等

割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が、第

１４条の８、第１４条の１６及び第１５条の５に定める額を超える場合には、当

該額）とする。

(１) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額

等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１

を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（省令第３２条の１０の

２で定める場合には、出産の日。第２４条の４第１項及び第２項において同

じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下この項

において「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(２) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ出産被保険者１人について次に定める額

ア 第１８条の２第１号アに規定する金額を減額した世帯 １万３，５００円

に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号アに規定する金額を減額した世帯 ２万２，５００円

に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号アに規定する金額を減額した世帯 ３万６，０００円

に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４万５，０００円に１２分の１を



乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

(３) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の所得割の保険料

率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(４) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ出産被保険者１人について次に定める額

ア 第１８条の２第１号イに規定する金額を減額した世帯 ４，５３０円に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号イに規定する金額を減額した世帯 ７，５５０円に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号イに規定する金額を減額した世帯 １万２，０８０円

に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １万５，１００円に１２分の１を

乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

(５) 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者（介護納付金賦課被保険

者である者に限る。以下この号及び次号において同じ。）に係る基礎控除後の

総所得金額等に当該年度分の介護納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得

た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額

(６) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ出産被保険者１人について次に定める額

ア 第１８条の２第１号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，８６０円に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年



度に属する月数を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ８，１００円に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号ウに規定する金額を減額した世帯 １万２，９６０円

に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １万６，２００円に１２分の１を

乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

２ 前項に規定する額を決定する場合において、１円未満の端数があるときは、こ

れを切り上げるものとする。

第２４条の３第１項第１号中「氏名」を「世帯主の氏名」に改め、第６章中同条

の次に次の１条を加える。

（出産被保険者に関する届出）

第２４条の４ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、第１８条の４の規定の適用

を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなけれ

ばならない。

(１) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(２) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(３) 出産の予定日

(４) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(１) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(２) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(３) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者

と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うこ

とができる。



４ 第１項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる

事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することが

できるときは、第１項の規定による届出を省略させることができる。

附 則

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。

２ この条例による改正後の第１３条の３、第１４条の８、第１４条の９、第１４

条の１６、第１５条、第１８条の４及び第２４条の４の規定は、令和５年度分の

保険料のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期間

に係るもの及び令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。

（提案理由）

出産被保険者の保険料の減額について定める等の必要がある。
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杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

第１章～第５章 略 第１章～第５章 略

第６章 保険料（第１３条―第２４条 第６章 保険料（第１３条―第２４条

の４） の３）

第７章及び第８章 略 第７章及び第８章 略

附則 附則

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一 第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一

般被保険者（法附則第７条第１項に規 般被保険者（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等（以下「退職被 定する退職被保険者等（以下「退職被

保険者等」という。）以外の被保険者 保険者等」という。）以外の被保険者

をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課 をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課

額（第１８条の２から第１８条の４ま 額（第１８条の２及び第１８条の３

での規定により基礎賦課額を減額する の規定により基礎賦課額を減額する

ものとした場合にあつては、その減額 ものとした場合にあつては、その減額

することとなる額を含む。）の総額 することとなる額を含む。）の総額

（以下「基礎賦課総額」という。） （以下「基礎賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第 は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額 ２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 を基準として算定した額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 当該年度における次に掲げる額 (２) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア～ウ 略 ア～ウ 略

エ その他区の国民健康保険に関す エ その他区の国民健康保険に関す

資 料
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る特別会計において負担する国民 る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民 健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要 健康保険事業費納付金の納付に要

する費用のうち都の国民健康保険 する費用のうち都の国民健康保険

に関する特別会計において負担す に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等、病床転換 る後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に 支援金等及び介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分並びに国 要する費用に充てる部分並びに国

民健康保険の事務の執行に要する 民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）のための収入（法 費用を除く。）のための収入（法

附則第９条第１項の規定により読 附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第７２条の３第１ み替えられた法第７２条の３第１

項、第７２条の３の２第１項及び 項及び第７２条の３の２第１項

第７２条の３の３第１項の規定に の規定に

よる繰入金並びに国民健康保険保 よる繰入金及び 国民健康保険保

険給付費等交付金（退職被保険者 険給付費等交付金（退職被保険者

等の療養の給付等に要する費用に 等の療養の給付等に要する費用に

係るものに限る。）を除く。）の 係るものに限る。）を除く。）の

額 額

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得 （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得

割額の算定） 割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、一般被保 第１４条 前条の所得割額は、一般被保

険者に係る賦課期日の属する年の前年 険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法第３１４条の２ の所得に係る地方税法第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林 第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計 所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３ 算される所得の金額（同法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に 条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額（同法附則第３ 係る配当所得等の金額（同法附則第３
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資 料

５条の２の６第８項又は第１１項 の ５条の２の６第１１項又は第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用 規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第３３条の３第 後の金額）、同法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得 ５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第３４条第４項に 等の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額（租税特 規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号） 別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、 第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１ 第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第 項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項、第３５条 １項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定の適用 の３第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、これらの規定の適用 がある場合には、これらの規定の適用

により同法第３１条第１項に規定する により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額 長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額）、地方税法附則第３ を控除した金額）、地方税法附則第３

５条第５項に規定する短期譲渡所得の ５条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額（租税特別措置法第３３条の４第 金額（租税特別措置法第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１ １項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の 項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項又は第３６ ３第１項、第３５条第１項又は第３６

条の規定の適用がある場合には、これ 条の規定の適用がある場合には、これ

らの規定の適用により同法第３２条第 らの規定の適用により同法第３２条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額か １項に規定する短期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額）、地 ら控除する金額を控除した金額）、地

方税法附則第３５条の２第５項に規定 方税法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金 する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第３５条の３第１５項の 額（同法附則第３５条の３第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用 規定の適用がある場合には、その適用
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後の金額）、同法附則第３５条の２の 後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る ２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条 譲渡所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１１項又は第３５条の３第 の２の６第１５項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適用 １３項若しくは第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金 がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に 額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金 規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第３５条の４の２第７項 額（同法附則第３５条の４の２第７項

の規定の適用がある場合には、その適 の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、外国居住者等の所得に 用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課 対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律第 税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２ １４４号）第８条第２項（同法第１２

条第５項及び第１６条第２項において 条第５項及び第１６条第２項において

準用する場合を含む。第１８条の２第 準用する場合を含む。第１８条の２第

１号において同じ。）に規定する特例 １号において同じ。）に規定する特例

適用利子等の額、同法第８条第４項 適用利子等の額、同法第８条第４項

（同法第１２条第６項及び第１６条第 （同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。同 ３項において準用する場合を含む。同

号において同じ。）に規定する特例適 号において同じ。）に規定する特例適

用配当等の額、租税条約等の実施に伴 用配当等の額、租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律 特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例 第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０ 法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び 項に規定する条約適用利子等の額及び

同条第１２項に規定する条約適用配当 同条第１２項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この条において同 等の額をいう。以下この条において同
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じ。）の合計額から地方税法第３１４ じ。）の合計額から地方税法第３１４

条の２第２項の規定による控除をした 条の２第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額並び 後の総所得金額及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得 に他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の の金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に、第１４ 総所得金額等」という。）に、第１４

条の４の所得割の保険料率を乗じて算 条の４の所得割の保険料率を乗じて算

定する。 定する。

２ 略 ２ 略

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

第１４条の８ 第１３条の４又は第１４ 第１４条の８ 第１３条の４又は第１４

条の５の基礎賦課額（一般被保険者と 条の５の基礎賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する 退職被保険者等が同一の世帯に属する

場合には、第１３条の４の基礎賦課額 場合には、第１３条の４の基礎賦課額

と第１４条の５の基礎賦課額との合算 と第１４条の５の基礎賦課額との合算

額をいう。第１８条、第１８条の２及 額をいう。第１８条及び第１８条の２

び第１８条の４において同じ。）は、 において同じ。）は、

６５万円を超えることができない。 ６５万円を超えることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額） 等賦課総額）

第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一 第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一

般被保険者に係る後期高齢者支援金等 般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額（第１８条の２から第１８条の 賦課額（第１８条の２及び第１８条の

４までの規定により後期高齢者支援金 ３ の規定により後期高齢者支援金

等賦課額を減額するものとした場合に 等賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することとなる額 あつては、その減額することとなる額

を含む。）の総額（以下「後期高齢者 を含む。）の総額（以下「後期高齢者

支援金等賦課総額」という。）は、第 支援金等賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に １号に掲げる額の見込額から第２号に
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掲げる額の見込額を控除した額を基準 掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。 として算定した額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 当該年度における次に掲げる額 (２) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア 略 ア 略

イ その他区の国民健康保険に関す イ その他区の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民 る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民 健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要 健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に限る。）のための収入 する費用に限る。）のための収入

（法附則第９条第１項の規定によ （法附則第９条第１項の規定によ

り読み替えられた法第７２条の３ り読み替えられた法第７２条の３

第１項、第７２条の３の２第１項 第１項及び第７２条の３の２第１

及び第７２条の３の３第１項の規 項 の規

定による繰入金を除く。）の額 定による繰入金を除く。）の額

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第１４条の１６ 第１４条の１０又は第 第１４条の１６ 第１４条の１０又は第

１４条の１３の後期高齢者支援金等賦 １４条の１３の後期高齢者支援金等賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等 課額（一般被保険者と退職被保険者等

が同一の世帯に属する場合には、第１ が同一の世帯に属する場合には、第１

４条の１０の後期高齢者支援金等賦課 ４条の１０の後期高齢者支援金等賦課

額と第１４条の１３の後期高齢者支援 額と第１４条の１３の後期高齢者支援

金等賦課額との合算額をいう。第１８ 金等賦課額との合算額をいう。第１８

条、第１８条の２及び第１８条の４に 条及び第１８条の２ に

おいて同じ。）は、２２万円を超える おいて同じ。）は、２２万円を超える

ことができない。 ことができない。

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額）

第１５条 保険料の賦課額のうち介護納 第１５条 保険料の賦課額のうち介護納
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付金賦課額（第１８条の２及び第１８ 付金賦課額（第１８条の２

条の４の規定により介護納付金賦課額 の規定により介護納付金賦課額

を減額するものとした場合にあつて を減額するものとした場合にあつて

は、その減額することとなる額を含 は、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「介護納付金賦課 む。）の総額（以下「介護納付金賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる 総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見 額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定し 込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 た額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 当該年度における次に掲げる額 (２) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア 略 ア 略

イ その他区の国民健康保険に関す イ その他区の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民 る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民 健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要 健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に限る。）のための収入 する費用に限る。）のための収入

（法附則第９条第１項の規定によ （法附則第９条第１項の規定によ

り読み替えられた法第７２条の３ り読み替えられた法第７２条の３

第１項及び第７２条の３の３第１ 第１項

項の規定による繰入金を除く。） の規定による繰入金を除く。）

の額 の額

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

第１８条の２ 次の各号に該当する納付 第１８条の２ 次の各号に該当する納付

義務者に対して課する保険料の額は、 義務者に対して課する保険料の額は、

第１３条の４又は第１４条の５の基礎 第１３条の４又は第１４条の５の基礎

賦課額から、それぞれ当該各号のアに 賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額 定める額を減額して得た額（当該減額
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して得た額が６５万円を超える場合に して得た額が６５万円を超える場合に

は、６５万円）及び第１４条の１０又 は、６５万円）及び第１４条の１０又

は第１４条の１３の後期高齢者支援金 は第１４条の１３の後期高齢者支援金

等賦課額から、それぞれ当該各号のイ 等賦課額から、それぞれ当該各号のイ

に定める額を減額して得た額（当該減 に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が２２万円を超える場合 額して得た額が２２万円を超える場合

には、２２万円）並びに第１５条の２ には、２２万円）並びに第１５条の２

の介護納付金賦課額から、それぞれ当 の介護納付金賦課額から、それぞれ当

該各号のウに定める額を減額して得た 該各号のウに定める額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円を 額（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）の合算額 超える場合には、１７万円）の合算額

とする。 とする。

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課 (１) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義 期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した 務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在においてその世帯 日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯 に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当した 所属者（法第６条第８号に該当した

ことにより被保険者の資格を喪失し ことにより被保険者の資格を喪失し

た者であつて、当該資格を喪失した た者であつて、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に 日の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）に 属するものをいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第３１４条の つき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（同 ２第１項に規定する総所得金額（同

法第３１７条の２第１項第２号に規 法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第 定する青色専従者給与額又は同法第

３１３条第５項に規定する事業専従 ３１３条第５項に規定する事業専従

者控除額については、同条第３項、 者控除額については、同条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せ 第４項又は第５項の規定を適用せ
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ず、所得税法（昭和４０年法律第３ ず、所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第５７条第１項、第３項又は ３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものと 第４項の規定の例によらないものと

し、地方税法第３１４条の２第１項 し、地方税法第３１４条の２第１項

に規定する山林所得金額及び他の所 に規定する山林所得金額及び他の所

得と区分して計算される所得の金額 得と区分して計算される所得の金額

（同法附則第３３条の２第５項に規 （同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等 定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６ の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項 の規定の適用 第１１項又は第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金 がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項 額）、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等 に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第４項に の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法 規定する長期譲渡所得の金額、同法

附則第３５条第５項に規定する短期 附則第３５条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第３５条 譲渡所得の金額、同法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第 係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用が ３５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金 ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第 額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲 ５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５条 渡所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１１項又は第３５条の３ の２の６第１５項又は第３５条の３

第１３項若しくは第１５項の規定の 第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の 適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４ 金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得 項に規定する先物取引に係る雑所得
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等の金額（同法附則第３５条の４の 等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合に ２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住 は、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による 者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第 所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子 ８条第２項に規定する特例適用利子

等の額、同条第４項に規定する特例 等の額、同条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施特 適用配当等の額、租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定 例法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条第 する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の １２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この条において同 額をいう。以下この条において同

じ。）の算定についても同様とす じ。）の算定についても同様とす

る。以下この条において同じ。）及 る。以下この条において同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主並び 項第１号に定める金額（世帯主並び

に当該世帯主の世帯に属する被保険 に当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及 者及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」とい び第３号において「世帯主等」とい

う。）のうち給与所得を有する者 う。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する総 （前年中に同条第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第２８条第 所得金額に係る所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得について同 １項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額 条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規 の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が５５万円 定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下 を超える者に限る。）をいう。以下



- 11 -

資 料

この号において同じ。）の数及び公 この号において同じ。）の数及び公

的年金等に係る所得を有する者（前 的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１ 年中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所得 項に規定する総所得金額に係る所得

税法第３５条第３項に規定する公的 税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第４ 年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控 項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者 除を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあつては当該公的年金等の収入金 にあつては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年 額が６０万円を超える者に限り、年

齢６５歳以上の者にあつては当該公 齢６５歳以上の者にあつては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を 的年金等の収入金額が１１０万円を

超える者に限る。）をいい、給与所 超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計 得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得 数（以下この条において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場 者等の数」という。）が２以上の場

合にあつては、地方税法第３１４条 合にあつては、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額に当 の２第２項第１号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた 該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加 数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）を超えない世帯に係る保 えた金額）を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者 険料の納付義務者

ア～ウ 略 ア～ウ 略

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

（出産被保険者の保険料の減額）

第１８条の４ 当該年度において、世帯

に出産被保険者（政令第２９条の７第

５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合におけ
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る当該世帯の納付義務者に対して課す

る所得割額及び被保険者均等割額（第

１８条の２に規定する金額を減額する

ものとした場合にあつては、その減額

後の被保険者均等割額）は、当該所得

割額及び被保険者均等割額から、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が、第１４条の

８、第１４条の１６及び第１５条の５

に定める額を超える場合には、当該

額）とする。

(１) 基礎賦課額の所得割額 当該出

産被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に当該年度分の基礎賦課額

の所得割の保険料率を乗じて得た額

に１２分の１を乗じて得た額に、当

該出産被保険者の出産の予定日（省

令第３２条の１０の２で定める場合

には、出産の日。第２４条の４第１

項及び第２項において同じ。）の属

する月（以下この号において「出産

予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産予

定月の翌々月までの期間（以下この

項において「産前産後期間」とい

う。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(２) 基礎賦課額に係る被保険者均等
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割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ出産被保険者１人につ

いて次に定める額

ア 第１８条の２第１号アに規定す

る金額を減額した世帯 １万３，

５００円に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号アに規定す

る金額を減額した世帯 ２万２，

５００円に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号アに規定す

る金額を減額した世帯 ３万６，

０００円に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ４万５，０００円に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(３) 後期高齢者支援金等賦課額の所

得割額 当該出産被保険者に係る基
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礎控除後の総所得金額等に当該年度

分の後期高齢者支援金等賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

(４) 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ出産被保

険者１人について次に定める額

ア 第１８条の２第１号イに規定す

る金額を減額した世帯 ４，５３

０円に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号イに規定す

る金額を減額した世帯 ７，５５

０円に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号イに規定す

る金額を減額した世帯 １万２，

０８０円に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外
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の世帯 １万５，１００円に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(５) 介護納付金賦課額の所得割額

当該出産被保険者（介護納付金賦課

被保険者である者に限る。以下この

号及び次号において同じ。）に係る

基礎控除後の総所得金額等に当該年

度分の介護納付金賦課額の所得割の

保険料率を乗じて得た額に１２分の

１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額

(６) 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ出産被保険者１人

について次に定める額

ア 第１８条の２第１号ウに規定す

る金額を減額した世帯 ４，８６

０円に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

イ 第１８条の２第２号ウに規定す

る金額を減額した世帯 ８，１０

０円に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の産前産後
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期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

ウ 第１８条の２第３号ウに規定す

る金額を減額した世帯 １万２，

９６０円に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １万６，２００円に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

２ 前項に規定する額を決定する場合に

おいて、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出）

第２４条の３ 特例対象被保険者等の属 第２４条の３ 特例対象被保険者等の属

する世帯の世帯主は、第１９条の規定 する世帯の世帯主は、第１９条の規定

の適用を受けようとするときは、次に の適用を受けようとするときは、次に

掲げる事項を記載した届書を区長に提 掲げる事項を記載した届書を区長に提

出しなければならない。 出しなければならない。

(１) 世帯主の氏名、住所及び個人番 (１) 氏名 、住所及び個人番

号 号

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略

２ 略 ２ 略

（出産被保険者に関する届出）

第２４条の４ 出産被保険者の属する世
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帯の世帯主は、第１８条の４の規定の

適用を受けようとするときは、次に掲

げる事項を記載した届書を区長に提出

しなければならない。

(１) 世帯主の氏名、住所、生年月日

及び個人番号

(２) 出産被保険者の氏名、住所、生

年月日及び個人番号

(３) 出産の予定日

(４) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を

添えなければならない。

(１) 出産の予定日を明らかにするこ

とができる書類

(２) 多胎妊娠の場合にあつては、そ

の旨を明らかにすることができる書

類

(３) 出産後に前項の規定による届出

を行う場合にあつては、出産した被

保険者と当該出産に係る子との身分

関係を明らかにすることができる書

類

３ 第１項の規定による届出は、出産被

保険者の出産の予定日の６月前から行

うことができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、区長

が、出産被保険者について同項各号に

掲げる事項及び第２項各号に掲げる書

類において明らかにすべき事項を確認

資 料
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することができるときは、第１項の規

定による届出を省略させることができ

る。


